
 

子どもの心の診療ネットワーク事業 

 

※母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱（抜粋）（「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」） 

（平成１７年８月２３日 雇児発第 0823001号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知） 

 一部改正 平成２３年３月２９日 雇児発 0329第 12号 

 

（１）事業目的 

   様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県におけ  

る拠点病院を中核とし、地域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市町村保健センタ

ー、要保護児童対策地域協議会、発達障害者支援センター、児童福祉施設及び教育

 

機関

等（以下「保健福祉教育関係機関等」という。）と連携した支援体制の構築を図る。 

（２）実施主体 

   本事業の実施主体は、都道府県とする。 

 

（３）事業内容 

   都道府県は、次に掲げる事業を実施するものとする。 

  ① 子どもの心の診療支援（連携）事業 

   ア 地域の医療機関から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達    

障害の症例に対する診療支援 

   イ 地域の保健福祉関係機関等から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童    

虐待や発達障害の症例に対する医学的支援 

   ウ 問題行動事例の発生時における医師等の派遣 

   エ 地域の保健福祉関係機関等との連携会議の開催 

  ② 子どもの心の診療関係者研修・育成事業 

   ア 医師及び関係専門職に対する実地研修等の実施 

   イ 地域の医療機関及び保健福祉関係機関等の職員等に対する講習会等の開催 

   

③ 普及啓発・情報提供事業 

ウ 子どもの心の診療に専門的に携わる医師及び関係専門職の育成 

    子どもの心の診療に関する情報を幅広く収集し、地域の医療機関、保健福祉関 

   係機関等及び地域住民に対して、ホームページ等により適切な情報を提供すると     

ともに、子どもの心の問題について普及啓発を図る。 

 

（４）その他 

  本事業の実施にあたっては、中央拠点病院と連携を図り、適切な運営に努めること。   
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